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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この訓令は、山口県警察職員（以下「職員」という。）の安全管理及び健康

管理について必要な事項を定め、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図り、も

って勤務能率を向上させることを目的とする。 

２ 職員の安全管理及び健康管理については、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号。以下「法」という。）及びその他の法令によるほか、この訓令の定めるとこ

ろによる。 

（職員の責務） 

第２条 職員は、自ら安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、第４条に規

定する総括安全衛生管理者が安全管理及び健康管理のために講ずる措置に応じて、

必要な事項を遵守しなければならない。  

２ 職員は、保健師その他の職員の健康管理に携わる者の指示又は指導を受けたとき

は、これを誠実に守らなければならない。 

（秘密の保持） 

第３条 健康管理に係る業務に従事し、又は従事した職員は、職務上知り得た秘密及

び個人に関する情報を他に漏らしてはならない。 

２ 前項に掲げる職員は、職務上必要がある場合を除き、健康管理に関する記録を閲

覧し、又は閲覧させてはならない。 

第２章 管理体制 

（総括安全衛生管理者） 



第４条 山口県警察本部（以下「本部」という。）に総括安全衛生管理者（以下「総

括管理者」という。）を置く。 

２ 総括管理者は、警務部長をもって充てる。 

３ 総括管理者は、法第１０条第１項に規定する業務を総括管理するものとする。 

（健康管理主管者） 

第５条 本部に健康管理主管者（以下「主管者」という。）を置く。 

２ 主管者は、警務部厚生課長をもって充てる。 

３ 主管者は、総括管理者を補佐し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 健康管理に関する計画の立案及び実施に関すること。 

(2) 健康診断及び衛生教育の実施に関すること。 

(3) 勤務条件及び勤務環境の改善に関すること。 

(4) 第７条に規定する衛生管理者等の養成に関すること。 

(5) 第１０条に規定する本部衛生委員会の運営に関すること。 

(6) その他健康管理上必要と認められること。 

（健康管理責任者等） 

第６条 各所属に健康管理責任者（以下「責任者」という。）及び健康管理副責任者

（以下「副責任者」という。）を置く。 

２ 責任者は所属長を、副責任者は次長、副隊長、副校長又は副署長をもって充てる。 

３ 責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第１０条に規定する衛生委員会及び健康委員会（本部を除く。）の運営に関す

ること。 

(2) 健康診断に関すること。 

(3) 職員の健康状態の把握及び指導管理に関すること。 

(4) 衛生教育に関すること。 

(5) 勤務条件及び勤務環境の改善に関すること。 

(6) その他健康管理上必要と認められること。 

４ 副責任者は、責任者を補佐するものとする。 

（衛生管理者等） 

第７条 別表第１に掲げる基準に従い、本部の所属（庁舎を別にする所属を除く。以

下「本部所属」という。）、地域部自動車警ら隊、刑事部機動捜査隊、交通部運転

免許課、交通部交通機動隊、交通部高速道路交通警察隊、警備部機動隊及び警察学

校並びに警察署に衛生管理者又は衛生推進者（以下「衛生管理者等」という。）を

置く。この場合において、本部所属は併せて一の事業場とみなす。 

２ 衛生管理者等は、法第１２条第１項及び法第１２条の２に規定する者のうちか

ら、責任者（本部所属にあっては主管者。第４項及び第６項において同じ。）が選

任し、又は解任するものとする。 

３ 前項の選任及び解任をしたときは、衛生管理者（衛生推進者）（選任・解任）報

告書（別記第１号様式）により遅滞なく総括管理者を経て、警察本部長（以下「本



部長」という。）に報告するものとする。 

４ 衛生管理者等は、責任者の指示を受けて、第５条第３項及び第６条第３項に規定

する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、職員の健康管理に必要

な事務を処理する。 

５ 衛生管理者等は、おおむね毎週１回職場を巡視し、設備、勤務方法等に起因する

健康障害の防止に必要な措置を講ずるものとする。 

６ 衛生管理者等は、前項の措置を講ずる場合において、責任者に意見を述べること

ができる。 

（健康管理担当者） 

第８条 各所属に健康管理担当者（以下「担当者」という。）を置く。 

２ 担当者は、所属の職員のうちから責任者が指名する。 

３ 担当者は、責任者の指示を受けて、所属職員の健康管理に必要な事務を処理する。 

４ 衛生管理者等は、担当者を兼ねることができる。 

（産業医等） 

第９条 本部所属、地域部自動車警ら隊、交通部運転免許課、交通部高速道路交通警

察隊及び警察学校並びに警察署（所属職員の数が５０人以上の警察署に限る。）に

法第１３条第１項に規定する産業医を置く。この場合において、本部所属は併せて

一の事業場とみなす。 

２ 産業医を置く所属の責任者（本部所属にあっては主管者）は、産業医を選任し、

委嘱状（別記第２号様式）を交付するものとする。 

３ 産業医は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号。以下「規則」とい

う。）第１４条に規定する事務を処理するものとする。 

４ 刑事部機動捜査隊、交通部交通機動隊及び警備部機動隊並びに警察署（第１項に

規定する警察署を除く。）に健康管理医を置く。 

５ 健康管理医を置く所属の責任者は、健康管理医を選任し、委嘱状（別記第２号様

式の２）を交付するものとする。 

６ 健康管理医は、第３項に準じた事務を処理するものとする。 

７ 責任者は、産業医又は健康管理医を選任し、又は解任したときは、産業医（健康

管理医）（選任・解任）報告書（別記第３号様式）により、遅滞なく総括管理者を

経て本部長に報告しなければならない。 

（衛生委員会等） 

第１０条 本部所属、地域部自動車警ら隊、交通部運転免許課、交通部高速道路交通

警察隊及び警察学校並びに警察署（所属職員の数が５０人以上の警察署に限る。）

に法第１８条第１項に規定する衛生委員会を置く。この場合において、本部所属は

併せて一の事業場とみなす。 

２ 刑事部機動捜査隊、交通部交通機動隊及び警備部機動隊並びに警察署（前項に規

定する警察署を除く。）に健康委員会を置く。 

３ 衛生委員会及び健康委員会（以下「衛生委員会等」という。）は、委員長及び委



員をもって構成し、その人員は別表第２のとおりとする。 

４ 委員長は、本部所属にあっては総括管理者を、地域部自動車警ら隊、刑事部機動

捜査隊、交通部運転免許課、交通部交通機動隊、交通部高速道路交通警察隊、警備

部機動隊及び警察学校並びに警察署にあっては責任者をもって充てる。 

５ 衛生委員会等の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 産業医又は健康管理医 

 (2) 衛生管理者等のうちから責任者（本部所属にあっては主管者。以下この項及び

次項において同じ。）が指名した者 

 (3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから責任者が指名した者 

６ 責任者は、前項の規定により委員を指名したときは、衛生（健康）委員会委員指

名報告書（別記第３号様式の２）により、遅滞なく総括管理者を経て本部長に報告

しなければならない。 

７ 衛生委員会等は毎月１回以上開催し、法第１８条第１項及び規則第２２条に規定

する事項について調査審議を行う。 

８ 衛生委員会等は、前項の調査審議の結果、職員の健康管理上改善を要すると認め

る事項があるときは、総括管理者を経て本部長に意見を述べるものとする。 

９ 衛生委員会等において必要があると認めるときは、産業医、健康管理医、作業環

境測定士等の出席を求め、医学的又は技術的事項について意見を求めることができ

る。 

１０ 衛生委員会等に衛生（健康）委員会議事録（別記第４号様式）を備え付け、議

事で重要なものを記録し、３年間保存するものとする。 

１１ 衛生委員会等の庶務は、本部所属にあっては警務部厚生課が、その他の所属に

あっては担当者が処理するものとする。 

１２ 各衛生委員会における調査審議の結果、必要があると認めるときは本部所属の

衛生委員会に上申することができる。 

（健康管理委員会） 

第１１条 本部長は、職員の採用、療養、復職その他健康管理上必要な医学的事項に

ついて、山口県職員健康管理規程（昭和５０年山口県訓令第２号）に規定する山口

県職員健康管理委員会（以下「管理委員会」という。）に諮問するものとする。 

２ 本部長は、管理委員会において答申された事項について、健康管理委員会議事録

（別記第５号様式）により、必要事項を記録するとともに、答申結果を健康管理委

員会決定書（別記第６号様式）により責任者を経て当該職員に通知するものとする。 

３ 責任者は、前項の通知を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。 

４ 管理委員会の諮問等に関する事務は、警務部厚生課において処理するものとす

る。 

第２章の２ 安全管理に関する措置 

（警務対策部会） 

第１１条の２ 総括管理者は、法第１０条第１項に規定する業務のうち、安全管理に



関するものについては、山口県警察総合対策委員会の設置に関する訓令（平成１７

年山口県警察本部訓令第２３号）第６条第１号に規定する警務対策部会において審

議するものとする。 

第３章 健康の保持増進 

（健康教育） 

第１２条 総括管理者、主管者及び責任者は、講習会の開催、文書の配布その他の方

法により、職員に対し健康に関する教育を積極的に行い、職員が自発的に健康の保

持増進に当たるよう指導及び教養に努めなければならない。 

（健康相談等） 

第１３条 総括管理者は、職員の健康の保持増進のために、保健師等による健康相談

及び保健指導（以下「健康相談等」という。）を実施するものとする。 

２ 責任者は、健康相談等を積極的に活用し、所属職員の健康の保持増進に努めなけ

ればならない。 

（勤務条件及び環境の改善） 

第１４条 責任者は、職務上やむを得ない場合を除き、できる限り所属職員に対して

時間外勤務を命ずることを避け、勤務の過重によって生ずる過労を防止するととも

に、常に所属職員の事務量を勘案して、勤務条件の適正化を図らなければならない。 

２ 責任者は、快適な職場環境の形成を図るため、所属職員の勤務場所、勤務内容に

応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

３ 責任者は、所属職員及び職員以外の者が利用する施設において、受動喫煙を防止

するために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 責任者は、高年齢職員の公務災害の防止を図るため、高年齢職員の特性に配慮し

た作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（健康増進対策の推進） 

第１５条 責任者は、所属職員の健康を増進するため、計画的かつ効果的にスポーツ、

レクリエーション活動等の推進に努めなければならない。 

（メンタルヘルス対策） 

第１５条の２ 責任者は、所属職員のメンタルヘルス（心の健康をいう。以下同じ。）

の保持増進のため、前４条の規定に基づき、メンタルヘルス不調の予防及び早期発

見に努めなければならない。 

２ 責任者は、所属職員のメンタルヘルス不調が認められたときは、速やかに総括管

理者にその旨を報告するとともに、主管者及び本部所属の産業医、専門医等と連携

し、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 責任者は、メンタルヘルス不調により休務中の職員が就勤するに当たっては、主

管者、本部所属の産業医及び主治医と連携し、就勤の時期、勤務体制その他必要な

事項について十分協議し、円滑な職場復帰及び疾病の再発防止に努めるものとす

る。 



第４章 健康診断 

（健康診断の種類） 

第１６条 健康診断の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 雇入時健康診断 

(2) 定期健康診断 

(3) 特定業務従事者健康診断 

(4) 有害業務従事者健康診断 

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断 

（健康診断の受診義務） 

第１７条 職員は、前条に規定する健康診断を必ず受けなければならない。ただし、

次の各号に掲げる者については、健康診断の一部又は全部の受診義務を免除するも

のとする。 

(1) 長期休務中の者 

(2) 妊娠中又はその疑いのある者 

(3) その他やむを得ない理由があると認められる者 

（健康診断の結果通知等） 

第１８条 主管者は、職員の健康管理対策に使用するため、第１６条各号に掲げる健

康診断の結果を実施機関から直接受領し、責任者及び職員に通知しなければならな

い。 

２ 前項の健康診断の結果、精密検査、再検査又は要治療の通知を受けた職員は、速

やかに医療機関において必要な検査又は治療を受けなければならない。 

３ 責任者は、前項の職員に対し速やかに検査又は治療を受けるよう勧奨するととも

に、受診状況を把握し、指導を行うなど、職員に対し適切な措置を講じなければな

らない。 

第５章 健康管理上の措置 

第１９条 削除 

（指導区分の決定） 

第２０条 総括管理者は、健康診断の結果又は責任者の報告に基づき、健康管理指導

区分表（別表第３）により産業医等の意見を基に指導区分を決定し、本部長へ報告

するとともに、指導区分決定通知書（別記第８号様式）により責任者を経て当該職

員にその旨を通知するものとする。 

２ 総括管理者は、前項に規定する指導区分を決定するために必要がある場合は、責

任者に対し主治医の診断書、レントゲン写真その他指導区分の決定のために参考と

なる資料の提出を求めることができる。 

（責任者の措置） 

第２１条 責任者は、所属職員に対する指導区分の決定の通知書を受けたときは、健

康管理指導区分表に示された管理措置を講ずるとともに、事後の健康管理について

適切な指導監督を行わなければならない。 



（指導区分の変更） 

第２２条 責任者は、指導区分の通知を受けた職員（以下「有指導区分者」という。）

のうち、次期の定期健康診断までに、病状が安定又は不安定となり、勤務制限を緩

和又は強化する必要があると認められるものについては、指導区分変更内申書（別

記第９号様式）に本人の指導区分変更願（別記第１０号様式）及び主治医の診断書

（病状の経過を示したもの。）を付して、指導区分の変更を総括管理者を経て本部

長に内申するものとする。 

２ 総括管理者は、前項の規定による内申を受けたときは、その内容を審査し、相当

と認められるときは、指導区分を変更するものとする。 

３ 指導区分の変更の決定については、第２０条の規定を準用する。 

（療休者等の義務） 

第２３条 療養又は治療を必要とする職員及び有指導区分者は、責任者、衛生管理者

及び担当者の管理に服し、主治医の指導に従って療養等に専念し、健康の回復に努

めなければならない。 

２ 責任者は、随時主治医、産業医又は健康管理医の意見を聴いて療休者等の実態を

把握するとともに、治療と就業の両立を支援するため、必要な措置を講ずるものと

する。 

第６章 休務等の手続 

（傷病者の休務） 

第２４条 責任者は、所属職員が傷病（公務傷病を含む。）により、引き続き６日以

上の休務を要するときは、休務者の所属、官職、氏名、生年月日、公・私傷病の別、

病名、休務開始年月日、入・通院の別等を速やかに総括管理者に報告しなければな

らない。 

２ 責任者は、所属職員が前項の傷病により、引き続き３０日以上の休務を要すると

きは、休務者（発生・延長）報告書（別記第１１号様式）に主治医の診断書を付し

て、速やかに総括管理者を経て本部長に報告しなければならない。 

３ 責任者は、前項の休務者が報告の期間を超えて、引き続き休務を必要とする場合

は、期間の満了前に休務者（発生・延長）報告書に主治医の診断書を付して総括管

理者を経て本部長に報告しなければならない。 

第２５条 責任者は、１年以内に同一の傷病（公務傷病を除く。）による病気休暇の

期間が通算して９０日を超え、引き続き休務を必要とする職員があるときは、山口

県警察における分限処分の取扱いに関する訓令（平成１４年山口県警察本部訓令第

４７号）第３条の申立てをするものとする。 

（傷病者の就勤） 

第２６条 責任者は、第２４条第２項に規定する休務中の職員が就勤したときは、速

やかに就勤報告書（別記第１６号様式）に本人の就勤届（別記第１７号様式）及び

主治医の診断書を付して、総括管理者を経て本部長に報告しなければならない。 

第２７条 削除 



（結核性疾患者の療養手続等） 

第２８条 責任者は、所属職員が結核性疾患に罹患した疑いのあるときは、当該職員

の所属、官職、氏名、生年月日、病名、入・通院の別等を速やかに主管者に報告し

なければならない。  

２ 責任者は、所属職員が結核性疾患により療養する必要があると認めるときは、療

養（開始・延長）内申書（別記第２１号様式）に本人の療養開始願（別記第２２号

様式）及び主治医の療養（開始・延長・復職・指導区分変更等）診断書（別記第２

４号様式）を付して総括管理者を経て本部長に内申しなければならない。 

３ 責任者は、所属職員が療養する必要がないと認められるときであっても、その対

応について療養（開始・延長・復職・指導区分変更等）診断書に基づき、総括管理

者を経て本部長に内申しなければならない。 

４ 本部長は、第２項の職員の病状を管理委員会に諮問し、必要と認めたときは、期

間を定めて療養を命ずるなど、必要な措置を講じなければならない。この場合にお

いて、総括管理者は病状審査のため、レントゲン写真及び必要な資料の提出を求め

ることができる。 

５ 職員は、前項の療養の期間を延長しようとするときは、療養（開始・延長）内申

書に療養延長願（別記第２３号様式）及び主治医の療養（開始・延長・復職・指導

区分変更等）診断書を付して総括管理者を経て本部長に内申しなければならない。

この場合における関係書類は、療養期間満了の日の１箇月前までに提出しなければ

ならない。 

６ 本部長は、前項の職員の病状を管理委員会に諮問し、必要と認めたときは、期間

を定めて療養の延長を命ずるものとする。この場合において、総括管理者は病状審

査のため、レントゲン写真及び必要な資料の提出を求めることができる。 

（結核性疾患者の復職） 

第２９条 責任者は、結核性疾患により療養中の職員で復職しようとする者があると

きは、その者の健康回復の程度を調査し、復職しても支障がないと認めるときは、

復職させようとする日の１箇月前までに復職内申書に本人の復職願並びに療養（開

始・延長・復職・指導区分変更等）診断書及び発病以降のレントゲン直接撮影フィ

ルム（４つ切り以上、断層写真等を含む。）を付して総括管理者を経て本部長に内

申しなければならない。 

２ 本部長は、前項の復職内申書の病状を管理委員会に諮問し、復職しても支障のな

い者に対し、復職を命ずるものとする。 

第７章 感染症に対する措置 

（感染症の予防） 

第３０条 責任者は、感染病がまん延するおそれがあるときは、速やかに主管者に報

告するとともに、必要な予防措置を講じなければならない。 

第８章 雑則 

（職員の死亡の報告） 



第３１条 責任者は、職員が死亡したときは、直ちに死亡報告書（別記第２５号様式）

に死亡診断書又は死亡検案書の写しを添付して、総括管理者を経て本部長へ報告し

なければならない。 

（その他） 

第３２条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全管理及び健康管理について必要

な事項は、別に定める。 



別表第１（第７条関係）

衛生管理者 衛生推進者

１０人以上 ５０人未満 ― １人

５０人以上 ２００人以下 １人以上 ―

２００人を超え ５００人以下 ２人以上 ―

５００人を超え １，０００人以下 ３人以上 ―

１，０００人を超え ２，０００人以下 ４人以上 ―

職　　　　員　　　　数

衛生管理者又は衛生推進者の選任基準



別表第２（第１０条関係）

種　　別 人　　数

本　部　所　属 １１人以上

庁舎を別にする本部所属 ５人以上

警　察　学　校 ４人以上

警　　察　　署 ５人以上

衛生委員会等の構成



別表第３（第２０条関係） 

 

健 康 管 理 指 導 区 分 表 

勤務医療別 指導区分 判定基準 指 導 指 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤  務 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ（要休養） 

 

勤務を休む必要のあ

るもの 

 

  休暇、休職等の方法により療

養のために必要な期間勤務さ

せないこと。 

Ｂ（要軽業） 

 

 

 

 

 

 

勤務に制限を加える

必要のあるもの 

 

 

 

 

 

 勤務場所又は勤務の変更、休

暇等の方法により勤務を軽減

するとともに深夜勤務・時間外

勤務・宿日直勤務をさせないこ

と。 

 術科訓練は、準備運動程度に

とどめること。 

Ｃ（要注意） 

 

 

 

 

勤務をほぼ平常に行

ってよいもの 

 

 

 

  宿日直勤務、深夜勤務、継続

的な時間外勤務等過激な勤務

は極力避けること。 

 術科訓練は、過激にならない

ようにすること。 

Ｄ（健 康） 

 

平常の勤務でよいも

の 

 

 

 

 

医  療 

 

 

 

 

 

１（要治療） 

 

 

医師による直接の医

療行為を必要とする

もの 

 必要な治療を確実に受ける

よう指導すること。 

２（要観察） 

 

 

定期的に医師の観察

指導を必要とするも

の 

 医師の指示する検査を確実

に受けるよう指導すること。 

３（健 康） 

 

医師による直接又は

間接の医療行為を必

要としないもの 

 

 注 指導区分は、勤務及び医療区分を組み合わせて決定する。 


